
都道府県労働局労働基準部

労災補償課長殿

事務連絡

平成 24年3月29日

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償課職業病認定対策室長補佐

脳箇心臓疾患及び精神障害に係る処理経過簿の掲載並びに

審査請求等による原処分取消事案に係る報告について(依頼)

当室では、例年、脳・心臓疾患、精神障害等事案に係る前年度の労災補償状況

等を取りまとめ、公表しています。この取りまとめを円滑に行うため、貴局にお

いて下記の作業を行っていただきますようお願いします。

記

1 処理経過簿の掲載期限の厳守について

脳・心臓疾患及び精神障害等の処理経過簿については、毎月 10目までに

掲載していただいておりますが、平成 23年度処理分については、必ず、主

成 24年 4月 10日(周〕までに、「脳・心臓疾患及び精神障害事案に係る

処理経過簿システム」において作成した「交換ファイルj を掲載してくださ

い。

2 審査請求等による原処分取消事案に係る報告

平成 23年度中にEE督署長の不支給決定を取り消して支給決定した事案に

ついては、平成 24年 4Fl20日(金〕までに、労働基準行政システム全国

掲示板に別添様式 1及び2 (エクセルファイル)の掲載をお願いします。

3 その他

「脳・心臓疾患及び精神障害事案に係る処理経過簿Jについては、平成 24

年度の事案を入力する前に、「年度更新J(平成 23年度の処理経過簿を保存し、

平成 24年度用の処理経過簿を作成するシステム上の機械処理)を行っていた

だく必要がありますが、これについては、平成 23年度の労災補償状況の取り

まとめ作業の進捗を見つつ、別途貴局あて依頼しますのでご承知おきください。



原処分取消事実一貫表(脳・心臓疾最草案)

当初由労時
支給決定時の情報脊記入のこと

災蹟京 原処分日(不
番号 担当署 労働者氏名 性別 生年月日 分類

における生 支給決定日)
業業種分(類日。本大標分準類産) 業業種分(類日本中標分準類産) 職業種分(類日:本大標分準類職) 職業種分(類日本中標分準類職) 死 支給決定日 発症年月日 疾病名

記入例 三回 •• •• 男 842.1.10 死 H22.8.5 審査結末 H23.7.25 H21.11.14 心筋梗塞 製造業
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連1)本車は、労災保険審査官による決定等により、原処分(不支給決定}が取り消され、平成23年度に支給決定された労働者について記載する己と。
注2)r分類Jについては、原処分取消しの契機に応じて、「審査請求』、「再審査請求Jr訴訟(地裁)Jr訴訟(高戴)jr自庁取消jを記入すること.
注3)r主給決定日Jについては、労働基準監督署での支給決定日を記入すること{田端接官同拍聾浪同撞 F世相、). 
注4)r認定要牛』については、当該事案が満たした認定要件に応じて、「異常J、「短期過重J、「長期過重』白いずれかを記入するニと.

童料品製造業 事務従事者

注目r時間外労働時間数jについては、「長期過重jで甥定した事車に限り記入すること.1時間朱満の端数がある塙台、小数点餌1位を四捨五入すること(r例えばr71.5時間』はr72時間Jとする).
注6)該当者が15名以上いる場合は、適宜、 r行Jを増やして事案を記載すること.
注7)詰当者がいない埠合には手由旨安本省捕雷理由掌暗!~官制管宮ホγ遁臨寸為ーJい

ー般事務従事者

様式1

認定要件 {間か先労時敏周建働及に間前時び釘1間外発か"数症る労月の周前のラ働平2時ちか均時の間同の軍外間怠時大労い数間健働し外》時6 

長期過重 72時間|



原処分取消事実一瞥表(精神障害事実)

支給決定時の情報を記入のこと

(当時未初非に遂回お自を労殺け吉iるのむll.!'自別.宮殺)武と番号 担当署 労園者氏名 性別 生年月日 支原給処卦日{不 分類
決定日)

尭{発病病年時月期日) 
業種{日本標準産

支給決定日 疾病名
草分類大分類)

記入例 三田 •• •• 国 842.1.10 非自殺 H22.6.10 審査請求 H23.4.25 H21.4中旬
うつ病エピ

製造業ソード
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定1)本車は、労災保険審査官による決定等により、原処分(不支給決定)が取り消さ札、平成23年度に支給決定された労働者について記載すること.
注目「分類Jについては、原処分取消しの契機=応じて、「審査請求』、『再審査鯖求Jf笥訟(地裁)Jf訴訟(高裁)Jf自庁取消Jを記入すること.
珪3)f宜給揖定日Jについては、置更された支給訣定日を記入すること(l!&消漆曾目や盟主毎回察予仕立U)• 
i主4)f出来事コー刊については、別紙1:&び別紙Zを参考に記入すること.
注4)f時間外労回時間数Jについては、『脳・心臓疾患及び精神障害事案に係る処理経過簿システムJの入力方法に準じて記載すること。
珪5)該当者が15名以上い勧場合i立、適宜、「行』を増やして事案を記載すること.
注6)詰当者州、如、温合l寸土手巾旨安本省本薄暗雲嬰融業暗担脅酎磐室ゑγ撞捕す7.:.~)-

業業種分(類日本中標分準類産) 職業種分[類日。本大標分準類職} 職種(日本中標分準類職) 
草分類

童料品製造業 事務従事者 一般事務従事者

、J

様式2

出来事コード 来b{精e司g時'僚華神狗が街間障周発し平害た外生の崎月し労完たのま労働備月でかのに側時関院ら時精間与に間神しお放数た障け}幽る膏

310 72時間



出来事コード一覧表(1)

<平成23年12月25日以前に支給決定した事案>

出来事の類型 具体的な出来事

回事故や災害の体験 重度の病気やケガをした

悲惨な事故や災害の体験(目撃)をした

πrn 仕な事責任の失の発敗生、過等重 起父通こ事し故た (重大な人身事故、重大事故)を

労働災害直接(重関大な人身事故、重大事故)の
発生に 与した
会社の経営たに影響するなどの重大な仕事上の
ミスをし
会社任で起きた事故(事件)1:::ついて、
責を間われた

違法行為を強要された

自分の関係する仕事で多額の損失を出した

達成困難なノルマが課された

ノルマが達成できなかった

新担規事業なの担当になった、会社の建て直しの
当にった

顧客や取引先から無理な注文を受けた

顧客や取引先からクレームを受けた

研修、会議等の参加を強要された

|強大いきなられ説た明会や公式の場での発表を

よ行司がを不任在になる』とl、ーより、その
代 された

回仕事の量・質の 仕事内容・仕事量の大きな変化を生じ

変化 させる出来事があった

勤務・拘束時間が長時開化する出来事が生じた

勤務形態に変化があった

仕事のベース、活動の変化があった

職場のOA化が進んだ・

四身分の変化等 退職を強要された

出向した

左遷された

仕非事正規社員であるとの理由等いにを受より、
上の差別、不利益取扱 けた

早期退職制度の対象となった

回役割・地位等の 転勤をした
変化

複数名で担当していた業務を 1人で担当
するようになった

配置転換があった

自分の昇格・昇進があった

部下が減った

部下が増えた

同一事業場内での所属部署が統廃合された

担当ではない業務として非E規社員の
マネージメント、教育を行った

別紙 1

コード

110 

120 

210 

215 

220 

225 

230 

235 

240 

245 

250 

255 

260 

265 

270 

275 

310 

320 

330 

340 

350 

410 

420 

430 

440 

450 

510 

520 

530 

540 

550 

560 

570 

580 



出来事コード一覧表 (2)

出来事の類型 具体的な出来事 コード

国対人関係の
トラブル

ひどい嫌がらせ、いじめ、文は暴行を受けた 610 

セヲシュアルハラスメントを受けた 620 

上司とのトラブルがあった 630 

部下とのトラブルがあった 640 

同僚とのトラブルがあった 650 

白対人関係の変化 理解してくれていた人の異動があった 710 

上司が替わった 720 

昇進で先を越された 730 

同僚の昇進・昇格があった 740 

国特別な出来事 心理的負荷が極度のもの 810 

療業務養上中の傷病によりた6精か神月を超えて
の者に発病し 障害

820 

極度の長時間労働 830 
，阜、

真夜商出来事に合致せ宅、類推した場合I~I立、末尾I~ r9Jと入力し4桁のコ ドにすること。



出来事コード一覧表(1)

<平成23年12月26日以降に支給決定した事案>

出来事の類型 具体的な出来事

団事故や災害の体験 (重度の)病気やケガをした

悲惨な事故や災害の体験、目撃をした

回仕な事責任の失の敗発生、過等重 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした

会す，社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをし

会社で起きた事故、事件について、責任を悶われた

自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた

業務に関連し、違法行為を強要された

達成困難なノルマが課された

ノルマが達成できなかった

新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

顧客や取引先から無理な注文を受けた

顧客や取引先からクレームを受けた

大きな説明会や公式の場での発表を強いられた

上司が不在になることにより、その代行を伍された

回仕事の量・質 仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事が
あった

1か月に80時間以上の時間外労働を行った

2週間以上にわたって連続勤務を行った J

勤務形態に変化があった

仕事のベース、活動の変化があった

回役割・地位の変化等 退職を強要された

配置転換があった

転勤をした

複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった

非正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利
益取扱いを受けた

自分の昇格・昇進があった

部下が減った

早期退職制度の対象となった

非正社員である自分の契約満了が迫った

国対人関係 (ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた

上司とのトラブルがあった

同僚とのトラブルがあった

部下とのトラブルがあった

理解してくれていた人の異動があった

上司が替わった

同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された

別紙2

コード

010 

020 

030 

040 

050 

060 

070 

080 

090 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

310 

320 

330 

340 

350 



出来事コード一覧表 (2) 

出来事の類型 具体的な出来事 コード

回目シュ7'Jレハラスメント セヴシュアルハラスメントを受けた 360 

特別な出来事 特別な出来事の類型 コード

白特別な出来事 心理的負荷が極度のもの 370 

極度の長時間労働 380 

(注)具体的出来事に合致せ君、類推した場合1::I草、末尾の rOJを r9Jに変更し河 のコ ドにする」と。




